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生 涯 学 習 部 次 長 髙 梨 晶 子

生涯学習部副参事（生涯学習課長） 島 﨑 浩 一

生 涯 学 習 課 主 幹 斉 藤 恭 一

市 民 ス ポ ー ツ 課 長 望 月 勇 人
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Ⅰ．傍 聴 人 46 名

Ⅰ．案 件

第１．会議録の承認

１．令和元年浦安市教育委員会第６回定例会会議録の承認について

第２．教育長からの一般報告

第３．審議事項

議案第１号 令和元年度一般会計に係る補正予算について

議案第２号 浦安市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について
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議案第４号 契約の締結について（美浜公民館大規模改修建築工事）

議案第５号 契約の締結について（美浜公民館大規模改修電気設備工事）

議案第６号 契約の締結について（美浜公民館大規模改修機械設備工事）

議案第７号 契約の変更について（中央図書館大規模改修建築工事）

議案第８号 令和２年度使用教科用図書の採択について

議案第９号 浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について

第４．協議事項

１．浦安市のいじめ対策について

第５．報告事項

１．行事開催案内

(1) 第３回浦安市写真展実施について

２．行事・会議報告

(1) 令和元年度第１回浦安市学校給食センター運営委員会開催報告

(2) 令和元年度第１回臨時社会教育委員会議報告

３．その他・報告事項

(1) 教育委員会共催・後援行事一覧

(2) 浦安市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について

第６．その他
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開 会 （午後３時 00 分）

鈴木教育 長 これより、令和元年浦安市教育委員会第８回の定例会を始める。

本日、傍聴者数を 30 名と設定していたが、それを上回る 46 名の傍聴

申し込みがあり、教育委員会として協議した結果、本日の傍聴者 46 名

全員の受け入れが可能であると判断したため、46 名の傍聴を認めること

とする。

傍聴人の方にお願いする。

お渡しした傍聴券の裏面に記載されている「傍聴人の遵守事項」に基

づき、傍聴されるようお願いする。

それでは、議事に入る。

議事の第１．会議録の承認である。

１．令和元年浦安市教育委員会第６回定例会会議録について、承認い

ただけるか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、令和元年浦安市教育委員会第６回定例会会議録は承

認された。

なお、会議録の承認に当たり、会議録署名人を宮澤委員にお願いする。

次に、議事の第２．教育長からの一般報告に入る。

それでは私から報告する。

１点目は、評価の二期制の導入についてである。

本市では、舞浜小学校のみ評価の二期制を導入しており、これは１年

間を前期と後期に分けて評価をするという教育課程を組んでいたが、今

年度より、すべての小学校で評価の二期制を導入した。本市では、学期

については、引き続き、３学期制としており、夏季休業前の１学期末の

通知表はない。しかし、各学校においては、通知表に代わる簡易評価表

や個人面談、教育相談を実施し、面談の中で個々に評価を伝えるなど、
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工夫して取り組んだようである。現時点では、まだ、実施後の振り返り

はできないが、これまでのように短縮日課を設定しないため、学期末に

おいても水泳の指導や校外学習を実施することができたなど、時間的な

余裕もできたという声も聞いている。今後、前期が終了する 10 月第２週

末に評価の有り方や授業時間数の変化など、多面的に評価していく必要

があると考えている。

２点目は、７月 25 日に開催された第１回総合教育会議についてである。

教育大綱を改定するにあたり、現在、本市で進めている総合計画の基本

構想の体系案にある教育分野について、市当局より説明を受けた。総合

計画が、まちづくりの設計図であるならば、教育は人づくりだと考えて

いる。就学前の子どもたちからセカンドライフを送っている方々まで、

全市民を対象とした人づくりを目指していきたいと考えている。現在、

教育委員会でも（仮称）教育振興基本計画を策定している。浦安市教育

大綱、（仮称）教育振興基本計画については、市の基本計画、総合計画

と整合性を図りながら、提案されるものと思っている。

３点目は、夏の中学校の総合体育大会の結果についてである。

７月上旬から市川浦安支部の予選が始まり、７月下旬にかけて千葉県

大会が開催された。中学三年生の生徒たちにとっては、中学校生活最後

の大会であるため、梅雨明けの暑い中、どの学校の子どもたちも頑張っ

ていた。結果の詳細は、９月に報告するが、陸上競技や水泳競技、新体

操競技などの個人種目で、関東大会や全国大会などの上位大会に進出す

ると聞いている。また、吹奏楽部のコンクールでは、見明川中学校と日

の出中学校が金賞を受賞し、予選を勝ち抜き、本選出場に進んだと報告

を受けている。

他の学校では、早くも秋の新人大会に向けて１、２年生の生徒たちと

指導者の先生方が練習に励んでいるところである。

４点目は、本市の少年消防団が、全国少年消防クラブ合同訓練におい

て、２年連続で優勝したことについてである。

７月 31 日から８月２日にかけて、徳島県で開催された全国少年消防ク

ラブ合同訓練において、本市から消防クラブの代表として６年生の５名



-6-

が出場し、昨年、本市において開催された千葉県大会に引き続き、全国

２連覇を成し遂げた。クラブ対抗リレー訓練、障害物競走訓練の２種目

の総合得点で１位だったと聞いている。中学生までが参加対象となるこ

の大会で、本市は小学生だけでのチーム編成での連覇であり、とても価

値のある結果であると思っている。

５点目は、「あっさり君」が、ゆるキャラグランプリ 2019 にエントリ

ーしたことについてである。

本市のゆるキャラ代表である郷土博物館のマスコットキャラクターの

「あっさり君」が、本年度で最後となる予定のゆるキャラグランプリ

2019 にエントリーした。昨年度、市民まつりの浦安ゆるキャラ総選挙で

圧倒的な大差で勝ち抜き、２年間の本市の公認キャラクターに選出され

たあっさり君が、全国大会でもその存在感を示したいと思う。

最後に、ｅスポーツの全国大会について、お知らせする。

８月 14 日、15 日の２日間、舞浜アンフィシアターにおいて、各地区

予選を勝ち抜いてきた高校が一堂に会して、全国大会が開催される。本

市からは、東海大学付属浦安高校が出場すると聞いている。８月１日発

行の広報うらやすの「市長さんぽ」の中でも紹介があったように、私も、

情報教育の入り口、遊びから新たな文化という視点で観戦したいと考え

ている。

以上、私からの一般報告である。

次に、議事に入る前に、あらかじめお諮りする。

議事の第３．審議事項 議案第１号から第７号及び議事の第５．報告

事項 ３．その他・報告事項(2)については、浦安市教育委員会会議規則

第 20 条ただし書の規定により、非公開として取り扱うことでよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 それでは、議事の第３．審議事項 議案第１号から第７号及び議事の

第５．報告事項 ３．その他・報告事項(2)については、議事の第６．

その他の後、非公開で審議することする。
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では、議事の第３．審議事項に入る。

議案第８号 令和２年度使用教科用図書の採択についてを議題とす

る。

事務局の説明を求める。

議案第８号 令和２年度使用教科用図書の採択について、白石教育総務部長より説明が

なされた。

鈴木教育 長 それぞれの教科における教科用図書の選定理由について伺う。まず、

国語、書写、社会、地図から伺う。

丸山指導課長 令和元年７月 17 日に令和元年度第２回教科用図書葛南西部採択地区

協議会を、令和元年７月 18 日に令和元年度第３回教科用図書葛南西部採

択地区協議会を開催し、令和２年度に使用する小学校および中学校教科

用図書、および特別支援教育に関する教科用図書について研究調査委員

の報告を受け、同協議会において協議・選定を行った。それぞれの教科

等について、選定結果と理由を述べさせていただく。

表５に示されたものが、小学校用令和２年度使用教科書出版社一覧に

なる。こちらから選定した。

まず、国語の教科書について説明する。

東京書籍は、各領域の単元を「つかむ」「取り組む」「ふりかえる」

の３ステップで組織し、主体的な学びの実現を促している。特に「ふり

かえる」のステップが、「どうやって」「どんな工夫を」等の問いかけ

の形になっており、学びの蓄積につながる工夫がされている。

学校図書は、多様な分野から教材、題材を選定している。ＫＪ法など

を紹介し、情報の整理の仕方について演習を通して理解できるように工

夫している。

光村図書は、１年間の学習の見通しを持ちやすく、ふりかえりがしや

すい。また、学習の進め方を明示し、対話につなぐよう４段階に系統化

し、深い学びの実現を促している。
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最後に教育出版である。国語は、教育出版を選定した。全学年で１年

間の学習の見通しが、スタートからゴールまで図式的に示され単元の学

習目標、学習の目当てや手立てを明示し、学習を対話につなぐよう４段

階に系統化し、深い学びの実現を促している。

その他の特徴として、単元構成が、全学年同時期に同内容の配列にな

っており、他教科や学校行事などと関連させて指導することができる。

学習を通して地域を大切に思う気持ちが育つような題材も設定されてい

る。全学年分冊となっており、持ち運びもしやすい。

続いて、書写について説明する。

東京書籍は、主体的・対話的な学びができるように、端にインデック

スで系統的に分類・整理されている。「書写のかぎ」の活用により、既

習をふりかえることが容易にできる。

学校図書は、学習の進め方が４部構成になっており、基礎基本の定着

のための主体的な取り組みを促す手立てがある。

光村図書は、児童が見通しを持ち、主体的に学習できるように「学習

の進め方」を示しているので、手順がわかりやすくなっている。

日本文教出版は、イラストの活用により、対話を通して学びが深まる

ように工夫されている。

続いて、教育出版である。書写は、教育出版を選定した。学習のねら

いや留意点がわかりやすく情報量も適切である。紙面もシンプルなので、

どの子も集中して課題に取り組むことが期待できる。１年生の教科書に

添付の水書用紙は、低学年で使用するものだが、なぞり書きのできる配

慮があり、活用のさせ方が丁寧である。また、全学年で系統立てた単元

構成になっている。

次に、社会について説明する。

３社とも問題解決的に学習が進められるように配慮されている。

教育出版は、「つかむ、調べる、まとめる、つなげる」、日本文教出

版は「学習の計画」を示し、東京書籍は「つかむ、調べる、まとめる、

いかす」として、問題解決的に学習が進められるよう配慮されている。

造本には違いがあり、教育出版と日本文教出版は合本、東京書籍は上下
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巻で児童にとって扱いやすい分冊となっている。

社会は、東京書籍を選定した。東京書籍の問題解決学習は、例示が充

実し、児童の主体的な学びを導く構成となっている。まとめも多様な活

動を示し、言語活動例も豊富となる。様々な活動をとおして子どもに表

現する力を育むような工夫がされている。

次に、地図について説明する。

地図は、東京書籍と帝国出版の２社となる。２社とも児童の興味関心

を惹くように工夫している。東京書籍では、児童の関心・意欲を引き出

すために冒頭にイラストマップを用い、帝国書院は、児童が興味をもつ

ような仕掛けを設け、主体的に学んだり言語活動を行ったりする場を充

実させ導入時の３年生にとって親しみやすい工夫がなされている。東京

書籍は、資料を活用する力を高め、自ら調べる楽しみを追究できるよう

に、グラフなどのデータ資料を多く掲載し、資料集の役割も持たせてい

る。

地図は、帝国書院を選定した。帝国書院は様々な資料のデータも新し

く、また、導入の段階で、丁寧に地図の約束にふれ、使い方を身につけ

るための工夫がなされている。各学年の始めに、もう一度この導入に戻

りながら学べるような作りで、スパイラル状に探究学習が深まるように

構成されている。以上である。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた国語、書写、社会、地図について、質疑を行

う。

委 員 教育出版の国語は、教科横断的な配慮がなされているということだが、

教科書でなされている配慮を、ぜひ、実際の授業の中で各先生方に行っ

ていただきたい。

委 員 東京書籍の「つかむ」「取り組む」「ふりかえる」という３ステップ

は、学習の流れがよく理解できる。また、単元の終わりの方に「言葉の

力」というまとめがあり、子どもたちとって、わかりやすい内容である
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と思うがいかがか。

丸山指導課長 今回の検定教科書は、どの教科書も各単元の学習を３または４段階で

示している。児童の主体的な学びを促す工夫がみられる。東京書籍以外

の３社は、３段階ではなく４段階という違いはあるが、内容は大きく変

わらない。

委 員 先日の学校訪問の際にも若い先生が多いと感じたが、今までと違う教

科書になった場合は、対応することができるのか。

丸山指導課長 若い先生が多い状況は、どこの学校でも見られる状況となっている。

これまで使っていた教科書であれば、教材研究も進んでおり、研究でも

取り上げられているため、子どもたちにとってより効果的な指導法が研

究されている。新たな教科書になっても、取り上げられている教材が大

きく変わることはない。教科書会社が変わると取り上げられる教材が異

なるため、今までの指導方法が使えなくなり、ゼロからのスタートとな

ることで、今まで以上に教材研究に時間を要することとなる。

鈴木教育 長 若い先生方が多い中、ゼロからのスタートとなるということについて、

昨年まで小学校にいた学務課長はどのように感じているか。

大和学務課長 扱う教材が変わると、教材の読み取りをしなければならず、時間を費

やすことになる。また、教科書を使って子どもたちに学びをさせるとい

うことを考えたときに、同じ教科書であれば、今までに子どもたちが学

んできたこと、躓いた点、手法によって効果があった点などを基にする

ことができるが、新しい教科書となると一から始めなければならない。

鈴木教育 長 書写の水書用紙について、詳しく説明いただきたい。

丸山指導課長 水書用紙は、これまでの教科書になかったもので、水黒板の小さいも
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のとなる。水を含んだ筆で書くと字が浮き出てくるというものである。

新学習指導要領では、低学年において「適切に運筆する能力を高める」

ことが求められていることから、水書用紙が付録として付いており、穂

先の柔らかい水書用の筆を使い運筆を楽しみながら、鉛筆で書く時にも

無理な力を入れずに運筆する習慣がつき、運筆する能力が高まることが

期待される。

鈴木教育 長 水書用紙は、今までの教科書にはなかったのか。また、水書用紙は、

すべての教科書に付いているのか。

丸山指導課長 ５社のうち、学校図書以外は、水書用紙が付いている。ただ、水書用

紙の質が若干異なり、「はらい」や「とめ」などのなぞり書きがあるの

は、教育出版だけとなる。また、書いた後の消え方などにも、各社違い

がある。

委 員 書写の東京書籍はインデックスがあり、自分が何を学んでいるのかが

わかりやすいと思うが、いかがか。

丸山指導課長 インデックスは、既習をふりかえる際にも効果的だと思われるが、東

京書籍は、高学年になるにつれ情報量が大変多くなり、年間 30 時間程度

と限られた時間の中で指導することは非常に負担があるように思わる。

また、インデックスがあることは良いが、情報量が多いためか、他の教

科書と比べると少し大きく、市内の小学校で使用している児童の机の上

に習字セットと教科書を一緒に置くことが難しい。

委 員 今回、国語と書写が同じ出版社となっているが、内容が連動している

ということなのか。

丸山指導課長 国語の教材文を書写の練習文として使うことが多く、国語の教科書と

書写の教科書は同じ会社の方が、子どもたちにとって練習しやすく、馴
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染みやすいと思う。

委 員 社会科の教科書の記述の中で、日韓の関係や大戦に入っていく所など、

各社で違いなどあるか。

丸山指導課長 今回はどの教科書会社も問題解決学習に大変力を入れており、違いは、

解決方法や考え方を誘導しているような構成か、児童のいろいろな考え

を引き出しながら問題解決をさせていく構成かで、大きく分かれている

と考えられる。東京書籍については、後者の児童のいろいろな考えを引

き出させながら問題解決させていく教科書となる。戦争関係の記述につ

いては、どの会社も学習指導要領に沿った内容で記載され、記述につい

ても、大きな違いはないように思う。

鈴木教育 長 社会科についてだが、１、２年生は生活科となるため、社会科は３年

生からとなる。生活科から社会科へのつながりについて、各教科書会社

に違いはあるか。

丸山指導課長 どの教科書会社においても、社会科の学習が始まる３年生で、しっか

りと社会科の観点が押さえられていると考えている。

鈴木教育 長 ほかによろしいか。

次に、算数、理科、生活科について選定理由を伺う。

丸山指導課長 まず、算数の教科書について説明する。

算数は、６社の中から選定した。６社とも質・量とも充実した内容に

なっている。

東京書籍は、深い学びの鍵となる数学的な見方・考え方を働かせるた

め「つないでいこう算数の目」を設定している。保幼小の円滑な接続を

図るために、１年生にはスタートカリキュラムとしての分冊がある。

大日本図書は、子どもの算数への興味、関心を高め、主体的に学びに
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向かう態度の育成を目指すための学習を設定している。

学校図書は、学びをいかすことや補充問題、応用的・発展的な問題が

配置され、習熟度に対応した学習ができるよう配慮されている。

教育出版はつまずきの多い典型的な例を挙げて説明しており、基礎学

力となる知識や技能を効果的に定着させることが期待できる。

日本文教出版は、特に新しい単元に入る前の右ページに「次の学習の

ために」と題した既習事項のふりかえりを設けている。既習を生かし次

の学習に入ることができるように配慮されている。

最後に啓林館である。算数は、啓林館を選定した。２年生以上の学期

末に、立式や演算決定の根拠の説明を重視したり、自由研究をしたりす

る活用のページを設定している。このページを学期末にまとめ、学びが

生きて身につくように工夫している。また、１年の入門期にＱＲコード

で読み取ると、アニメーションが出てきて、子どもたちの興味を引くと

ともに、考える場面を作り、円滑な接続を実現させている。学びのフロ

ーや話し合い活動などにも一番配慮があり、問題解決的な学習の進め方

が丁寧に示されている。子どもに見通しを持たせる工夫や、実態に応じ

た指導に対応できるなど指導の自由度があること、体験を重視している

ことなどから選定した。

次に、理科の教科書について説明する。

５社の中から選定した。

東京書籍は、単元の導入から見通しをもてるような問題作りの過程を

丁寧に示している。

学校図書は、12 人の科学者を取り上げ、興味がわくような意図的な紙

面構成をしている。ＩＣＴ教育、プログラミング教育等に関する内容も

適切に配置されている。

教育出版は、学んだことを記載するノートの書き方や教師の発問例な

どを具体的に示されている。

啓林館は、巻末に理科に必要な技能を整理しており、ノートの記載例

も丁寧に示し、個の指導に生かせるように工夫している。

最後に大日本図書である。理科は、大日本図書を選定した。他教科へ
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の関連を「算数で学ぶこと」「社会科で学ぶこと」「生活科へのつなが

り」として配置し、明確にしている。自然環境保全につながる内容や発

展的な内容も示している。そのほかにも大日本図書は、問題・予想・結

果を別々のページに示し、子どもの主体的な学びや子ども自身が考える

ことを大切にしている。また、身近な現象を導入に生かし、子どもの興

味関心を高めており、さらに千葉県の資料が多く活用されていることか

らも、大日本図書を選定した。

次に、生活の教科書について説明する。

７社から選定した。どの教科書もスタートカリキュラムを意識した構

成になっている。

東京書籍は、他社より大きなＡ４判を有効に使い、躍動的な写真や挿

絵を用いた多様な活動例が紹介されており、意欲を引き出しながら主体

的に活動できるように構成されている。

学校図書は、表現活動を中心に他教科との関連が図られており、発見

カードや手紙、作文が具体的に示され、言語能力が育まれるよう工夫さ

れている。

教育出版は、思考を伴う豊富な学習活動や創造力を磨く「もしも」を

設定し、豊かな発想を広げて、社会の変化に主体的にかかわる力が育ま

れるよう工夫している。

光村図書は、「ホップ」・「ステップ」・「ジャンプ」の３段階で、

学習の流れやねらいを明確にし、導入では、主体的な活動が実現できる

ように工夫している。

続いて、啓林館である。基本的な知識及び技能や学び方が身に付く「が

くしゅうずかん」や諸感覚を活用した「観察カード」により、児童の興

味・関心に応じられるような配慮がある。

日本文教出版は、大きな実践写真やイラストが用いられ、関心をもっ

て学びに向かうことができるように構成されており、板書やイラスト、

吹き出しを中心に、様々な学習場面が示され、主体的・対話的で深い学

びが実現されるよう工夫されている。

最後に大日本図書である。生活科は、大日本図書を選定した。躍動的
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な写真や挿絵を用いるとともに、多様で具体的な活動例が示されており、

伝え合い交流する場面、試行錯誤や繰り返し活動する場面、ふりかえる

場面などを位置づけることで、気付きの質を高め、深い学びが実現され

るよう工夫されている。豊富な資料で活動を支援する「がくしゅうどう

ぐばこ」や語彙力向上を図る「せいかつことば」を設定し、児童の学習

意欲を高め、体験活動と表現活動が一体的に行われるよう工夫されてい

る。その他にも大日本図書は表紙の手触りを工夫するなど、五感を大切

にする学習が意識されている。また、理科や社会科とのつながりも丁寧

に扱っていることや、教科書の大きさや情報量が適切であることから大

日本図書を選定した。以上である。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた算数、理科、生活について、質疑を行う。

委 員 新しくプログラミングについての教育が始まるが、算数でのプログラ

ミングの扱われ方について、教えていただきたい。

丸山指導課長 算数では、全社、プログラミング教育を取り上げている。特に、５年

生の正多角形の作図は、全社が取り上げている。単元の中で、スクラッ

チを使って、図形やグラフを描いたり情報整理をしたりできるようにな

っている。ＱＲコードから、プログラミングソフトにアクセスできるよ

うに各社工夫がなされている。啓林館は、プログラミングの思考につな

がる部分として、例えば足し算や引き算の筆算などにＰマークをつけて、

指導者や児童に論理的なプログラミング思考のもとになることが意識で

きるようになっている。

鈴木教育 長 理科でのプログラミングの扱われ方は、いかがか。

丸山指導課長 理科においてもプログラミングが扱われており、各社、６年生で人感

センサーの条件分けのプログラムを作る活動が取り入れられているが、

会社によって、内容が少し異なる。学校図書は、教具が示されていない
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ため、少しわかりづらい。

委 員 算数だが、先ほどの説明で、東京書籍は、入門期に特化した１年生の

分冊があるということだが、本市においては、幼保小中連携や学びの連

続性を大事にしているという観点から東京書籍でもよいと思うが、いか

がか。

丸山指導課長 入門期の扱いについては、各社とも丁寧に取り上げている。各社、造

本の違いがあるが、特に東京書籍が入門期の扱いが丁寧ということはな

い。選定した啓林館は、入門期の題材にＱＲコードで読み取ると、アニ

メーションが出てきて、興味関心を高めながら考えさせる場面を作る工

夫がなされている。

鈴木教育 長 今回の教科書は、ＱＲコードが入っているものが多いようだが、各社

違いはあるのか。

丸山指導課長 すべての教科書にＱＲコードを取り入れられているわけではない。Ｑ

Ｒコードから入ると教材の説明や資料がある会社と、インターネットか

らアクセスして資料を取り出すという会社に分かれている。

鈴木教育 長 ＱＲコードとインターネットにアクセスするのでは、どちらがよいの

か。

丸山指導課長 ＱＲコードは、家庭学習で取り扱うと効果的だと思われる。学校によ

っては、タブレットでＱＲコードを読み取り、資料を見ることができる

ことから、ＱＲコードの方がすぐにアクセスできるという点で便利であ

ると考えられる。

鈴木教育 長 今、各学校でタブレットを整備しているが、常にタブレットがあるわ

けではないため、ＱＲコードは、教科書を持ち帰って家庭で、さらに深
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く勉強するために使うという印象がある。

また、プログラミング教育は、単にプログラミングソフトを動かせば

よいというわけではなく、論理的な思考をするということが大事となる。

教科書がそれにきちんと対応しているかが、大事である。

本市では、幼保小中連携として、スタートカリキュラム、アプローチ

カリキュラムという視点で取り組んでおり、特に生活科では関連が高い

と考えられるが、本市の取り組みとの関連は、いかがか。

丸山指導課長 スタートカリキュラムについては、どの教科書会社も意識はされてい

ると思うが、特に大日本図書は、スタートカリキュラムに対応したペー

ジを設け、挿絵や写真で活動例を示していたり、活動ごとの時間配分を

示していたりしており、効果的、関連的な設定ができるように工夫され

ているため、本市には、大日本図書の教科書が合っているように思う。

委 員 理科では、どの教科書も千葉県が取り扱われていることが多いように

思うが、特に、大日本図書は、非常に多い印象を受けた。浦安市の子ど

もたちにとっては、興味深く、関心を持って取り組むことができると思

う。選定にあたっては、千葉県が多く取り扱われていることも考慮した

のか。

丸山指導課長 千葉県は地層の写真など、理科の教科書に取り上げられていることが

大変多いが、大日本図書は、他の教科書と比べ、倍近く多く取り上げら

れている。千葉県の子どもたちにとっては、親しみやすい教科書になっ

ている。

委 員 生活科の教科書についてだが、啓林館の方が子どもたちにとって、よ

り理解しやすいように思うが、指導者側の立場からは、大日本図書の方

が扱いやすいのか。

丸山指導課長 大日本図書については、資料が豊富である点と、言葉に着目して、生
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活科の教科書を作っている点が非常に良い点であると考えている。また、

適切な情報量である点、体験活動と表現活動が一体的に行われるよう工

夫がなされている点についても良いと考えており、指導者にとっても指

導しやすいと思う。

鈴木教育 長 次に、音楽、図画工作、家庭、保健について、選定理由を伺う。

丸山指導課長 まず、音楽の教科書について説明する。

２社の中から選定した。２社とも学習のねらいを明確に示すとともに

題材ごとの学習の見通しを示し、児童が主体的に学べるように配慮され

ている。

教育出版は、学び合いについての具体的な方法が「まなびナビ」や「学

び合う音楽」として示されており、児童が見通しを持って学習に取り組

めるようにしている。全学年共通の曲が用意され、全校合唱などで行事

と関連付けた歌唱を行うことができる。

教育芸術社は、巻頭に年間通しての学習の見通しを持てるよう概要を

「学びの地図」として示すとともに、気づいたことやアイデアを対話的

な学習を通して深まるように工夫している。郷土や日本の文化、生活に

密接につながる音楽を豊富に取り上げており、社会的な出来事などの関

連する教材を取り上げ、生涯にわたって音楽に親しめるよう工夫されて

いる。

音楽は、教育芸術社を選定した。教育芸術社は、題材をとおして学年

間の学びをつなげることや、音楽で学んだことを生活へ広げ、生涯にわ

たって音楽に親しめるような工夫がされている。ユニバーサルデザイン

の視点からも、文字での説明は必要最低限に止め、焦点化できるような

紙面の工夫があることからも教育芸術社を選定した。

次に、図工の教科書について説明する。

２社から選定した。

日本文教出版は、児童が見通しをもって取り組めるように活動の様子

や気持ちを取り上げるなど、学びの筋道に沿って考え出す題材を記載し
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ている。

開隆堂出版は、一人一人の見方や感じ方を具体的に取り上げるなど、

児童の多様な発想を引き出すような題材を記載している。

図工は、開隆堂出版を選定した。開隆堂出版は、子どもの発想を引き

出し、子どもの思いを生かそうとする視点もある。ＱＲコードの内容も

充実し、指導に即生かせるものとなっている。

次に、家庭科の教科書について説明する。

２社の中から選定した。

東京書籍は、教科書が大判化され、本文や写真、イラストを充実させ、

知識・理解を丁寧に解説するなど情報量が多い。また、主体的・対話的

な学びが実現できるように、「話合おう」「調べよう」「やってみよう」

「深めよう」と４つの活動から学びを深めようとする工夫がされている。

開隆堂出版は、主体的・対話的な学びが実現できるように、導入から

まとめまで３ステップで構成している。導入には、気づきを促すような

写真やイラストを掲載するフォトランゲージが取り入れられている。

家庭科は、開隆堂出版を選定した。

開隆堂出版は、実習や製作は見開きで紙面構成している。１時間の学

習の流れがわかりやすく、作業をしながら教科書の内容を確認すること

が容易である。また、問題解決的で、プログラミング的思考の学習も位

置づけられている。

次に、保健の教科書について説明する。

５社より選定した。

東京書籍は、自分の課題や解決方法を見つけ、主体的・対話的で深い

学びをふまえ、系統性のある指導ができるように、他学年の内容や他教

科との関連が図れるようになっている。

文教社は、自らの課題を解決できるよう、多くのデータ等が掲載され

ている。写真のデータは、関西地域のものが使われている。

光文書院は、習得した知識を実生活に活用できるように、系統性を踏

まえた教科横断的な学習をしやすい構成となっている。

学研教育未来は、科学的認識に基づき、健康について児童が主体的に
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学習できる内容である。

最後に大日本図書である。保健は、大日本図書を選定した。大日本図

書は、主体的・対話的で深い学びを促す補充資料が多く掲載されている。

特に、言語活動を意識した話し合い活動の項目が設定されており、学習

しやすく構成されている。また、他教科での既習事項やこれから学習す

る内容において他教科との関連が図られ、章ごとに導入ページを設定す

るなど、学習する内容の課題が明示されている。学習ゲームを取り入れ

たり、教科マークやＩＣＴを活用したりするなど、児童の意欲を高める

工夫も豊富である。さらに、学習内容や課題がはっきりしており、指導

資料も適切で精選されている。以上である。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた音楽、図画工作、家庭、保健について、質疑

を行う。

委 員 音楽について、小学校の場合、担任が音楽を教えているが、音楽の専

門とは限らない。先生方が教えやすいのは、選定された教育芸術社の教

科書となるのか。

丸山指導課長 小学生の音楽は、低学年は主に学級担任が行っており、高学年は音楽

専科が指導に入っている。低学年の指導にも音楽専科が関わることもあ

り、指導法についても担任に指導・助言を行っている。どちらの教科書

でも問題はないが、学びの流れがあるのが教育出版となり、豊かな音楽

性を養うという自由度があるのは、教育芸術社と捉えている。そのため、

音楽専科でなく、担任が音楽を教えるという点については、豊かな音楽

性を養うことを考えると、自由度がある教育芸術社の方が良いと考えら

れる。

鈴木教育 長 私も低学年の音楽の指導をしたことがあるが、音楽教科書の２社につ

いては、明確な違いがあるように感じた。私が見る限りでは、教育出版

は、大学の先生方が中心に編集されていて、教育芸術社は、指導者であ
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る先生方が多く編集にかかわっているように思う。

委 員 音楽の教科書は、１社が「音楽を教える」ということを、もう１社は

「音楽を感じる」ということに、それぞれ重点が置かれており、どちら

が良いのか迷ったが、選定理由を伺い、納得したところである。

委 員 家庭科についてだが、東京書籍は大きな教科書で、情報量が多く、色々

なことを学ぶことができそうだが、開隆堂出版も同じ程度の情報量と考

えてよいのか。

丸山指導課長 学習を進めるにあたって情報量は開隆堂出版でも十分である。開隆堂

出版は、必要な情報が絞られ、焦点化されていると考えている。

鈴木教育 長 家庭科についてもＱＲコードや、プログラミングが取り扱われている

かと思うが、出版社によって違いがあるのか。

丸山指導課長 開隆堂出版では、プログラミングが生活の中のプログラミングとして、

家電製品のプログラミングに気づくような資料ページがある。調理の段

取りを順序立てて考えたりするなど、プログラミング的な思考について

も触れている。

委 員 図工の教科書についてだが、ＱＲコードのようなデジタルコンテンツ

は日本文教出版にはないのか。開隆堂出版のＱＲコードの内容を詳しく

教えてほしい。

丸山指導課長 日本文教出版は、仕組みのある工作についてデジタルコンテンツでの

紹介があるが、ＱＲコードではない。開隆堂出版は、ＱＲコードのコン

テンツとなり、学習のポイントや用具の使い方、作品の紹介などがあり、

指導する際、用具の安全な使い方などのサポート体制が整っている。
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鈴木教育 長 学校訪問の際も工夫された指導がなされていると感じている。昔の図

工では、絵画や粘土くらいだったが、最近では、素材に多様性がありす

ぎて、難しくなっているのではないか思うが、いかがか。

丸山指導課長 どちらの教科書についても、手だてや、学びの筋道が示されているが、

日本文教出版は、学びの道筋が示されているだけに、発想が限定されて

しまうことが危惧される。子どもの発想や個性を尊重するという点や、

素材の多様性にしっかりと対応しているのは開隆堂出版と考えている。

鈴木教育 長 保健については、３・４年生で年間８時間、５・６年生で年間 16 時間

程度と、指導時間が少ないため、内容量が多すぎると、先生方が困って

しまうように思う。指導時間数にあった教科書なのか。

丸山指導課長 年間の指導時間は、３・４年生では、３年生が４時間、４年生が４時

間で、２年間で８時間となり、保健の授業時間は大変短くなっている。

５・６年生では、５年生が８時間、６年生が８時間で、２年間で 16 時間

の指導時間となり、やはり短い時間の中で、適切に指導するという点で

は、大日本図書は、情報量も適切で、一番軽く、薄い教科書となってい

る。

鈴木教育 長 癌や薬、ＬＧＢＴなどの教育も求められていると思うが、学校現場で

は、どのような指導がなされているのか。また、選定した教科書にも記

載がなされているのか。

大友教育総務部参事 ＬＧＢＴは、社会的にも多様性を認めることと報道がなされており、

学校において、身近な話題や課題については、それぞれの教科の中に取

り入れられるものは、工夫して取り入れている。また、子どもたちの発

達段階に応じて、各学年で指導する内容を文部科学省で決めつつあり、

それに応じて、教科書に出てきている素材と合わせながら、子どもたち

に効果的に指導していくこととしている。
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丸山指導課長 調査の結果、どの教科書においても現代的な課題は取り上げられてい

る。大日本図書は、癌についても取り上げている。

委 員 心の問題や悩みなどについても、各社、取り上げられていた。指導内

容に変わりはないのであれば、限られた時間に確実に指導できる内容の

教科書が良いと思う。

鈴木教育 長 次に、外国語、道徳、特別支援について選定理由を伺う。

丸山指導課長 まず、外国語の教科書について説明する。

７社の中から選定した。

開隆堂出版「Junior Sunshine」は、CAN-DO マップや、ふりかえりで

自分の学びを確認でき、主体的に学習に取り組める構成になっている。

また、他教科に関連した活動かどうかが明確に示されており、児童も指

導者も関連を意識して学習を進められるような構成となる。

学校図書「JUNIOR TOTAL ENGLISH」は、単元を通して、活動の流れを

統一し、見通しを持って学習できるようにしている。既習事項や通常使

う英語の表現やレッスンで使用する歌や単語がまとめられているので、

児童が学習にスムーズに入れるような工夫がある。

三省堂の「CROWN Jr.」は学年で３つの大きな言語活動の目標が設定さ

れ、身につけた表現活動を活用して学びを深める大単元構成となってい

る。また、単元のゴールを見通して学習を進める工夫がある。

教育出版「ONE WORLD Smiles」は、「Lesson をふりかえろう」で「資

質・能力」の３つ観点に基づく自己評価ができるようになっている。ま

た、映像を見る活動から聞いて慣れ親しむ活動へと順序を踏み、発信活

動へつなげている。

光村図書「Here We Go！」は、コミュニケーション能力を育むための

体験的な教科学習が多く取り入れられている。単元のゴールを見通し、

児童が目的意識を持ち、学習に取り組むことができる。
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啓林館「Blue Sky elementary」は、目標達成にふさわしい活動や演習

を段階的に取り入れている。また Can-Do-List で４技能５領域別の目標

が確認でき、自主的に到達度のチェックをすることができる。Unit の最

後には、学習した内容をふりかえり、自己評価できるように工夫されて

いる。

最後に東京書籍である。外国語は、東京書籍を選定した。東京書籍「NEW

HORIZON Elementary」は、Small Talk として、興味関心のあることにつ

いて話す活動が多く取り入れられ、児童が目的意識を持って思考力・判

断力・表現力を働かせることが出来る内容になっている。また、音声か

ら文字への流れを重視した構成で、４技能５領域の言語活動がバランス

よく行うことができる。東京書籍には、別冊Picture Dictionaryがあり、

児童が主体的に調べ、コミュニケーション活動に役に立てることができ

る。中学校を見据えた語彙が収録されていることも特徴である。

次に、道徳の教科書について説明する。

８社から選定した。道徳の教科書は平成 29 年度に東京書籍が採択とな

り、各小学校において平成 30 年度より２年間使われている教科書である。

各学校では、教科書資料を分析し、年間計画を整えている状況であるた

め、継続して東京書籍を使うことが望ましいと考える。また、東京書籍

は、主題の提示の仕方のバランスが良く、子どもに価値を押し付けない

表現で構成されていることからも東京書籍を選定した。

次に、特別支援学校用・特別支援学級用教科書について説明する。

令和２年度使用の教科書として選定された一般図書は、「国語」44 冊、

「算数・数学」27 冊、「生活・社会」34 冊、「職業・家庭」22 冊、「外

国語」６冊である。うち、「生活・社会」の２冊、「職業・家庭」の１

冊、合計３冊が今年度、新たに選定された一般図書となる。新しく入っ

た図書について説明する。

まず、生活・社会の「てあそびうたえほん」である。スイッチを入れ

ると音が出る仕掛けは、発達段階の初期にある児童や、音を聞くことを

楽しみたい児童にとって使いやすい本となる。

次に、「友だち関係（気持ちの伝え方）」である。いろいろな気持ち
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を知ること、友人関係の中で起こる様々なトラブルの解決法、自分の気

持ちも相手の気持ちも大事に考えることなどが、イラストでわかりやす

く描かれている。コミュニケーションの面で課題がある児童生徒にとっ

て必要な内容が扱われている。

最後に、「くらしに役立つ家庭」である。自立した生活を送るために

必要な内容が取り上げられており、家庭生活から社会自立まで、高度な

内容が盛り込まれている。学習体制ができている生徒や将来の自立を考

える生徒にとって必要な内容が取り上げられている。

続いて、文部科学省著作の特別支援学校用教科書、いわゆる☆本につ

いて説明する。

新しい☆本は、色彩や字体が変更され、全体的に見やすい、わかりや

すい、使いやすい内容である。

国語の☆本は、漢字の使用も増え、読む・聞く・話す・書くの基本的

な知識の習得ができるように、生活場面に即した具体的な場面が取り上

げられている。

算数の☆本は、数量的経験が身に付くように、数唱から数の合成・分

解が丁寧である。また、数量的経験が身に付くように取り上げる題材の

順番も入れ替わっている。

音楽の☆本は、学習指導要領の改訂に伴い、「音楽づくり」の内容が

新たに構成され、指導すべき内容が、一層明確になっている。

特別支援教育においては、児童生徒の実態が多様であること。そして、

各学校で児童生徒の実態に応じた選択を可能とする必要がある。また、

どれも子どもたちの興味・関心を引き出す内容であり、発達障害のある

子どもにとっても必要なものが含まれることから文部科学省検定済教科

書、文部科学省著作教科書、学校教育法附則第９条の規定による一般図

書、点字版教科書・拡大教科書の全てを一括して選定した。以上である。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた外国語、道徳、特別支援について、質疑を行

う。
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委 員 小学校で英語を始めるポイントとして、中学校と異なる点は、文法よ

りも「聞くこと・話すこと」が大切である点かと思うが、東京書籍の教

科書は、その点についても考慮されているのか。

丸山指導課長 どの教科書も「聞く・話す・書く」については、スモールステップで

活動できるようになっているが、東京書籍は、「話す・伝え合う」とい

うコミュニケーションも重視している点が優れている。

委 員 英語もＱＲコードが示されている教科書が多いが、ＱＲコードが読み

取れる家庭環境にない子どももいると思う。興味のある子どもたちにど

のように見せる予定か。また、外国語を習得する場合、できるだけ多く

外国語を聞くことが必要だといわれているが、環境をどのように整えて

いくのか。

丸山指導課長 ＱＲコードについては、家庭の対応によって異なってくるかと思うが、

やはり学校教育の中で子どもたちの学習の場を確保していきたいと考え

ている。浦安市では、タブレットの導入を進めており、今は、各学級の

人数 40 人分を確保しており、実際の英語の授業では、タブレットを使っ

て映像を見たり、デジタル教科書のような教材を使ったりして、英語の

授業を進めている。今後も引き続き環境を整えて、子どもたちが生の英

語に触れられるような場面を学校できちんとつくっていきたいと考えて

いる。

鈴木教育 長 私が現役で指導していたときには外国語はなかった。今、使用してい

る指導資料である「We Can！」や「Let’s Try！」と、新しい教科書と

の関連性について、各社違いはあるのか。

丸山指導課長 各社とも現在使われている「We Can！」や「Let’s Try！」と関連さ

せた教科書のつくりとなっている。
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鈴木教育 長 東京書籍の別冊は、辞書代わりに使用することができる点が良いと思

う。

委 員 文法は中学校からだと思うが、文の中には、過去形も入っており、小

学生でも、大丈夫なのか。初めて外国語を指導することになる先生方も

いるかと思うが、東京書籍は、指導する側からも授業づくりのイメージ

は持ちやすいのか。

丸山指導課長 文法は中学校から理論的にきちんと学ぶことになると思うが、小学校

では、１年生から４年生までは、慣れ親しむ英語を重視して指導してい

る。５・６年生については、教科となったことから、目標が達成できる

まできちんと学ぶことが必要になってくる。過去形については、理論的

に学ぶのは中学校となり、小学校の段階では、現在に起こったことと、

過去に起こったことを伝えるためには、このような言い方があるという

ことを教え、伝えることの面白さや楽しさを感じてもらうところに焦点

を当てて、指導することになる。初めて外国語を指導することになる先

生も、東京書籍の教科書は、見開きの４ページで紙面が構成され、授業

の流れが捉えられ、イメージしやすい。

委 員 英語の教科書は、小学校と中学校の連携が取れているのか。

丸山指導課長 大丈夫だと思う。

鈴木教育 長 道徳については、先程、指導課長から説明のあったように、平成 30

年度から２年間使用しており、年間指導計画に基づき、教材をつくって

おり、私は同じで良いと考えている。特別支援学校・学級用の教科書３

冊については、とても楽しく、レベルの高い内容となっている。特に「友

だち関係（気持ちの伝え方）」、「くらしに役立つ家庭」は、通常の特

別活動などで学級でも使用できるような内容であると思う。これらの教

科書が、特別支援学校・学級用の教科書として使用するのに問題はない
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のか。また、「くらしに役立つ家庭」はシリーズとなるが、家庭以外の

本も教科書として使用しているのか。

丸山指導課長 今回の教科書は、子どもたち一人ひとりの発達の状況に合わせて、相

応しいものを選んで、使用できるようになっている。その際には、保護

者の方の意向や専門機関の方々のご意見も伺いながら、慎重に選んでい

くことになると思う。選択肢がなるべく多くなるよう選定したところで

ある。また、「くらしに役立つ」はシリーズ本のようになっており、今

回、家庭科もシリーズとして、選定した。

鈴木教育 長 次に、中学校教科書について選定理由を伺う。

丸山指導課長 中学校の教科書について説明する。

表２の中学校、特別の教科道徳は、平成 30 年度と同一の教科書を採択

しなければならないことから、現在使用している「学研教育みらい」を

選定した。

表３の中学校道徳以外については、本年度は新たな教科書を採択する

年だが、昨年度の検定で新たな教科書の申請がなかったため、前回の平

成 26 年度の検定で合格した教科書の中から採択することになる。平成

27 年度に、市川市が事務局となり、市川市・浦安市の教科用図書南西

部採択地区協議会で、十分な調査研究に基づいた協議を重ね、現在使用

している表３にある教科書を選定し、市川・浦安の両市の教育委員会会

議で採択した。４年間の使用実績を踏まえ、また来年度は、中学校のす

べての教科書を採択することから、現在使用している表３の教科書を選

定した。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた中学校教科書について、質疑を行う。

こちらについては、来年度、新しい教科書を採択することとなるため、

来年度については、引き続き使用すること、また、昨年度、採択した道

徳の教科書を選定している。
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確認だが、昨年度の小学校の道徳も含めて、学校から今の教科書につ

いて、使いづらいなどの声は上がっているのか。

丸山指導課長 特にそのような声は聞いていない。

鈴木教育 長 それでは、これより議案第８号の採決を行う。

議案第８号について、事務局の説明のとおり、これを承認することと

してよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第８号 令和２年度使用教科用図書の採択につ

いては、承認された。

次に、議案第９号 浦安市公民館運営審議会委員の委嘱についてを議

題とする。

事務局の説明を求める。

議案第９号 浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について、八田生涯学習部長より説明

がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第９号について、質疑を行う。

委 員 今回、全員の改選となるが、公募委員の応募がどの程度あったのか。

また、団体からの推薦があるが、これらの団体は、毎回同じ団体となる

のか。

小林高洲公民館長 公募委員については、男性３名から応募があった。また、団体につい

ては、浦安市公民館の設置及び管理に関する条例第４条第３項に「委員

は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者、学識経験のある者並びに公民館を利用する者の中から委嘱する」
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こととしており、団体については、条例に則したものとなっている。

委 員 学識経験者のプロフィールについて、教えていただきたい。

小林高洲公民館長 松浦規子氏は、元浦安市社会教育委員として、平成 25 年から６年間務

めていただいた。現在、美浜中学校の学校支援コーディネーターとして、

学校と美浜公民館の橋渡しをしていただいている。また、美浜公民館に

おいて、「親子音楽遊びサークル どんぐり」として、20 年以上のサー

クル活動実績があり、長きにわたり社会教育活動を行っているという観

点から、学識経験者としてご意見を伺うものである。

林響子氏は、了德寺大学教養部の講師として、英語の音声教育を専門

とされている。

越村康英氏は、社会教育学が専門で、千葉大学のほか、東京海洋大学、

日本体育大学、立教大学で、講師を務められている。また、他の自治体

においても公民館運営審議会委員を歴任されている。

委 員 公民館運営審議会は、年間何回ほど開催されているのか。

小林高洲公民館長 年６回開催している。

鈴木教育 長 それでは、これより議案第９号の採決を行う。

議案第９号について、事務局の説明のとおり、これを承認することと

してよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第９号 浦安市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついては承認された。

議事の第４．協議事項に入る前に暫時休憩とする。

議事の再開は、10 分後の、４時 45 分とする。
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傍聴人の方にお願いする。

途中退席される場合は、お手元の傍聴券と会議資料を係員にお渡しの

上、退室をお願いする。

― 休憩 10 分 －

鈴木教育 長 それでは、議事を再開する。

議事の第４.協議事項に入る。

１．浦安市のいじめ対策について、事務局からの説明を求める。

１．浦安市のいじめ対策について、丸山指導課長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた浦安市のいじめ対策について、意見をいただ

きたい。

委 員 学校では、ＳＮＳを使ったいじめを発見することが、かなり難しいと

思う。ＳＮＳでいじめられている子どもたちが、大人に

伝えやすい環境を作っていくことが大切になると思う

が、そのあたりについて、どのように考えているのか。

丸山指導課長 子どもたちへの指導も大切であると考えている。教師を対象に夏の教

育実践講座で講座を設けており、８月５日には「スマホ依存から守る新

しい取り組み」という講座を、８月７日には「不登校・いじめ・性トラ

ブルの背景にあるもの」という講義を、本日は「情報モラルと効果的な

授業展開」というネットトラブルを撲滅するという観点から教員への啓

発を行っている。また、学校によっては、保護者を対象に講演会などを

開催している学校もある。

委 員 学校によって、いじめに関するアンケートの実施回数が異なるという

ことに驚いている。アンケート実施回数などの決まりなどはないのか。
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丸山指導課長 アンケートを何回実施するかは、各学校に任されている。中学校では、

なるべく早く発見し、子どもたちに寄り添った対応をするために、毎月

アンケートを実施しているという学校が多いように思う。小学校につい

ては、毎月実施している学校と、年２回実施している学校があり、中学

校に比べ、学校により回数に開きがある。この点については、教育委員

会として、例えば、年３回以上はアンケートを実施するなど、今後、学

校に指導していきたいと考えている。

委 員 いつもいじめの問題の際に伝えていることだが、軽微ないじめを発見

することは、その後、重篤ないじめにつながらないために必要なことと

思うが、軽微ないじめは、人と人とのマナーに関するものが多いと感じ

ている。私は関西出身のため、個人の身体的特徴についての発言が、漫

才やお笑いになっていることがよくある。自分が小学校の頃を振り返る

と、どこからがいじめなのかよくわからなかったような気がする。言っ

てはいけないことを言ってしまうということは、いじめではなく、マナ

ーなのではないかと思う。それと、自殺に追い込まれてしまうような重

篤ないじめを同様に扱うということ自体、本来の趣旨と違っているので

はないかと思う。悪質ないじめをどのように見つけていくかという手立

てがきちんとなされているのかが気になっている。本当に重篤ないじめ

が、このアンケートで本当に見つけられているのか疑問に思う。先生方

は忙しく、なかなか子どもたちと長く接する時間をもつことができない

場合もあるかと思うが、道徳の授業を通じて、子どもたちと担任の先生

が、直接向き合うことが必要であると思う。アンケートを実施すること

は、体制を整える面で大切なことと思うが、先生方も軽微ないじめと重

篤ないじめをきちんと見分けられているのか、気がかりである。

鈴木教育 長 「いじり」が「いじめ」の温床になっていることもある。いじめの認

知の状況を見ると、中学校は、自分自身が理解していることもあり、ア

ンケートの意味を読み取り回答することができるが、小学校低学年では、



-33-

１・２年生の件数が多くなっている。アンケートの回数をただ増やすだ

けではなく、内容を精査していくことも必要である。小学校は、学級担

任制となるため、すべてを把握しているように思われがちだが、実は、

見えていないということもある。むしろ、中学校の先生の方が、色々な

先生の目があることで、発見できることもある。

指導課から、アンケート回数や内容について指導するということであ

ったが、具体的には、どのような指導を行う予定か。

丸山指導課長 アンケート回数については、少なくとも学期に一度は行いたいと考え

ている。根拠としては、いじめの解消の定義が、いじめがなくなってか

ら、３か月を目安としているため、少なくとも学期に一度は行う必要が

あると考えている。また、内容についても、いじめを本人に聞くだけで

はなく、周りがどのように見ているかについても大きな情報であるため、

内容についても精査して学校に示していきたいと考えている。

鈴木教育 長 年２回しか実施していない学校が５校ある。実際の学校の様子はいか

がか。昨年度まで小学校にいた学務課長に伺う。

大和学務課長 低学年では、件数が多いが、「悪口を言われた」というような比較的、

軽微なものが多い。高学年になると、件数は減ってくるが、「意図的に

無視される」など、より具体的なものになっている。アンケートの聞き

方を考えていかなければ、形式的なもので終わってしまう。一方で、ア

ンケートを取りすぎてしまうと、アンケートの集約に時間がかかってし

まい、いじめを解決する十分な時間が取れなくなってしまうことから、

内容の精査は重要だと思う。

委 員 アンケートの項目については、よく考えていかなければならないと思

う。本人から直接聞くことと、他者から聞くことがあるが、軽微なもの

であったとしても、報告が上がってくることが重要だと思うので、他者

の状況を把握できるような内容のアンケートが望ましいと思う。低学年
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の悪口を言われたというような軽微なものについても、先生方が把握で

きることが大切だと思う。それが高学年になると、思っていても言わな

い子どもが増えくるため、形式的なアンケート調査ではなく、先生方が

状況をチェックして、対応できる仕組みづくりを醸成して欲しいという

ことを、川端委員は指摘されていると思う。また、ＳＮＳについてもト

ラブルが多いと聞く。ＳＮＳに関することの質問を入れている学校が、

今、中学校で４校あるようだが、全校共通の項目としても良いと思う。

今、子どもに対してのアンケート調査を行っているが、保護者に対して

行っても良いように思う。共働き家庭が増え、親子間のコミュニケーシ

ョン不足が増えているように思う。至るところで虐待のニュースがあり、

教育的効果を考え、保護者向けアンケートを行っても良いと思う。

鈴木教育 長 自分の子どもがいじめにあっている場合は、連絡帳に書いたり、相談

などすることはあると思うが、今、宮道委員の意見にあったように、ア

ンケートをきっかけに、子どもの状況を確認することもあると思う。

丸山指導課長 いじめアンケートとは少し異なるが、体罰に関するアンケートがあり、

「子ども同士のことで、気づいたことなどないか」といった設問を設け

ている。

鈴木教育 長 年度末に県の事業で、体罰やハラスメントなどに関するアンケート調

査を実施しているが、今の保護者向けアンケートは、良い提案だと思う。

委 員 頻度は多くなくて構わないと思う。いじめのチェックシートの配布に

止まるのではなく、実際の状況をチェックし、学校の状況と家庭の状況

を共有できる仕組みづくりが重要である。子どもたちが健全に学校で生

活することを先生と家庭が一緒に共有するためのツールになることが望

ましいと思う。

鈴木教育 長 ＳＮＳについてだが、携帯電話は、学校で使用してないため、家庭で
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の事案となるが、学校でどのように把握しているのか。

大友教育総務部参事 ＳＮＳに限らず、いじめ問題については、保護者から連絡があって、

把握することもあれば、子どもから担任の先生やスクールライフカウン

セラー、養護教諭などに相談するなどして把握する場合が多い。また、

教育委員会にも相談窓口があり、保護者から学校には伝えられないとい

うことで相談をいただくこともある。

鈴木教育 長 ぜひ、生徒指導主任研修会などの中で、宮道委員のご意見について、

検討いただきたいと思う。

委 員 今、重篤ないじめはないということであったが、不登校の子どもたち

が、何かしらの理由で不登校になってしまった原因があるはずだと思う。

学校と家庭のコミュニケーションが取れるようアンケートの導入を考え

ていただきたいと思う。私も自分の子どもがいじめにあっていた時に家

族で子どもを支えた経験がある。いろいろなツールを使うことで、いじ

められている子どもや不登校の子どもたちからのメッセージをもらうこ

とができると思う。

鈴木教育 長 各委員の意見を反映していただきたいと思う。

次に、議事の第５．報告事項に移る。

まず、１．行事開催案内である。報告事項の(1)について、事務局から

の説明を求める。

(1) 第３回浦安市写真展実施について、島﨑生涯学習課長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま報告がなされた、行事開催案内１件に対する質問を受け付け

る。

何もないか。よろしいか。

次に、２．行事・会議報告に移る。
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報告事項の(1)から(2)については、事前にお配りした資料をもって報

告とさせていただく。

行事・会議報告２件に対する質問を受け付ける。

委 員 学校給食の際のアレルギー対応について、学校現場の先生方の負担は

すごく大きいように思うが、研修をはじめ、先生方を支援する体制はど

のようになされているのか。

前田学校給食センター所長 学校では、生命にかかわる問題として慎重な対応が求められている。

アレルギー対応食を提供している子どもたちは、現在 79 名おり、対応に

ついては、保護者・学校・担任・養護教諭・学校給食センターが、連携

を図りながら進めている。アレルギーが発生した場合の緊急対応マニュ

アルがあるため、今後もそれに則り対応していきたい。

鈴木教育 長 最近では、事前にアレルギーの報告を受けていない子どもから、アレ

ルギーが発症したという事例もあるが、その点については、いかがか。

前田学校給食センター所長 アレルギー対応ではない子どもが、給食を食べた後に体育などの運動

によって突然発症をするという事例も発生しており、今後、検討しなけ

ればならないと考えている。

鈴木教育 長 他にないか。よろしいか。

次に、３．その他・報告事項に移る。

報告事項の(1)については、事前にお配りした資料をもって報告とさせ

ていただく。

その他・報告事項１件に対する質問を受け付ける。

何もないか。よろしいか。

次に、議事の第６．その他に入るが、本日はその他事項の上程はない。

各委員から総合教育会議についてなど、何かあれば発言をお願いした

い。
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委 員 今回の総合教育会議は、テーマが大きく、どのような切り口で意見を

言うか悩んだが、浦安市独自の教育を推進していきたくても、文部科学

省からの縛りがあることで、実施が困難な状況となっている。もっと自

治体の裁量が広がると良いと感じた。

委 員 私は以前から、学童に通う多彩な才能をもつ子どもたちにスポーツを

指導できる仕組みについて考えており、総合教育会議の際もそのことに

ついて発言した。また、不登校問題についても、抜本的に変えていかな

ければ、解決することは難しいということを市長に伝えたところである。

委 員 計画では網羅されているが、実際に行う際に具体的にどこに重点を置

いて実施していくのかが重要であると思う。浦安には、非常に高いスキ

ルやノウハウをお持ちの方々が沢山いる。そのような方々の力をどのよ

うに街づくりに生かしていくかを真剣に考えていかなければならない時

にきているように思う。

鈴木教育 長 今、担当各課において作成している教育振興基本計画や生涯学習振興

計画や生涯スポーツ推進計画の中でも浦安ならではの取り組みを入れて

いただきたい。また、教育委員会会議の中でも随時、提案し、意見をい

ただきながら進めていただきたいと思う。

それでは、これより教育委員会 会議規則第 20 条ただし書きの規定に

より、非公開と決定した案件について、審議を行う。

案件は、議事の第３．審議事項 議案第１号から第７号及び議事の第

５．報告事項３．その他・報告事項(2)である。

浦安市教育委員会会議規則第 22 条の規定により、教育総務部長、教育

総務部参事、教育総務部次長、生涯学習部長、生涯学習部次長、教育総

務課長、指導課長、生涯学習課長、生涯学習課主幹、郷土博物館長、高

洲公民館長、富岡公民館長以外は退室してよい。

保育幼稚園課長が入室する。
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なお、中央図書館長、美浜公民館長は、別室にて待機をお願いする。

また、傍聴人の皆様には、非公開案件となるため、退室いただくよう

お願いする。

非公開案件の審議に入る前に、暫時休憩とする。

― 休憩 ５分 －

鈴木教育 長 それでは、議事を再開する。

これより教育委員会 会議規則第 20 条ただし書きの規定により、非公

開と決定した案件について、審議を行う。

案件は、議事の第３．審議事項 議案第１号から第７号及び議事の第

５．報告事項 ３．その他・報告事項(2)である。

鈴木教育 長 それでは、議案第１号 令和元年度一般会計に係る補正予算について

を議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第１号 令和元年度一般会計に係る補正予算について、白石教育総務部長、八田生

涯学習部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第１号について、質疑を行なう。

委 員 木造船の寄贈の経緯など、詳細について教えていただきたい。

金子郷土博物館長 この木造船は、現在も境川に係留されている木造船である。以前、舟

大工技術保存会から紹介いただき、乗船体験の際、今回の寄贈者の方か

議案第１号から第７号、議事の第５、報告事項．３．その他・報告事項（２）については、

教育委員会会議規則第 20 条ただし書きの規定により、非公開の取り扱いとしていたが、令

和元年８月 28 日に市長が市議会に議案を提出したため議事録を公開する。
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ら借用させていただいた。本年３月に本市が寄贈者の方に、寄贈の意向

を伺ったところ、６月に本市の事業に活用するなら無償で寄贈する旨の

確認が取れたことから、今後、船の修理にかかり、来年度より事業で活

用していきたいと考えている。

鈴木教育 長 今回の補正予算は、木造船の修理にかかる費用ということか。

金子郷土博物館長 そうである。

鈴木教育 長 教育支援センター整備促進等調査研究事業委託金とは何か。

丸山指導課長 教育支援センター整備促進等調査研究事業委託金とは、文部科学省の

事業名称であり、本市では、適応指導教室の整備として、統括相談員を

除く、訪問相談員１名分の賃金と旅費に充てている。

鈴木教育 長 昨年度もあったのか。

丸山指導課長 昨年度は、適応指導教室入船教室の開設の際に充てていた。本年度も

300 万円程度申請したが、調整の結果、15 万円程度と決定したことから、

この金額を有効に活用できる事業を検討し、訪問相談員の賃金に活用す

ることとした。

鈴木教育 長 これより、議案第１号の採決を行う。

議案第１号について、事務局の説明のとおり、これを承認することと

してよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第１号 浦令和元年度一般会計に係る補正予算

については承認された。
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次に、議案第２号に移りますが、教育総務部長、教育総務部参事、教

育総務部次長、生涯学習部長、生涯学習部次長、教育総務課長、保育幼

稚園課長以外は、退席してよい。

それでは、議案第２号 浦安市立幼稚園の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第２号 浦安市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、白石教育総務部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第２号について質疑を行う。

今回の条例改正は、どのようなものなのか。

三代川保育幼稚園課長 今回の幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正は、子ども・子

育て支援法の改正により、引用している教育・保育の定義が記載された

条文が第 14 条第１項から第７条第 10 項第５号に移ったことから、改正

を行うものである。

鈴木教育 長 それでは、これより議案第２号の採決を行う。

議案第２号について、事務局の説明のとおり、これを承認することと

してよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第２号 浦安市立幼稚園の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については承認された。

次に、議案第３号に移るが、保育幼稚園課長は、退席してよい。

人事課長が入室する。

それでは、議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とする。
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事務局の説明を求める。

議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、八田生涯学習部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第３号について、質疑を行う。

委 員 公民館長に非常勤職員を充てることができなくなってしまったという

ことか。

野崎人事課長 制度改正により、非常勤職員は、来年度４月１日以降、会計年度任用

職員となる。働き方改革に伴うもので、同一労働同一賃金の扱いの一つ

として、国が特別職を厳格化したことにより、公民館長について、非常

勤の特別職職員をもつて充てることができるとしていたものを一般職と

して扱うこととしたものである。

鈴木教育 長 都道府県も同様か。

野崎人事課長 都道府県も同様である。

鈴木教育 長 これより、議案第３号の採決を行う。

議案第３号について、事務局の説明のとおり、これを承認することと

してよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第３号 浦安市公民館の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定については承認された。

次に、議案第４号から第６号に移るが、人事課長は、退席してよい。

高洲公民館長と、美浜公民館長が入室する。
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それでは、議案第４号 契約の締結について（美浜公民館大規模改修

建築工事）、議案第５号 契約の締結について（美浜公民館大規模改修

電気設備工事）、議案第６号 契約の締結について（美浜公民館大規模

改修機械設備工事）まで、事務局より一括して提案理由を説明したのち、

それぞれを審議することとする。

事務局の説明を求める。

議案第４号 契約の締結について（美浜公民館大規模改修建築工事）、議案第５号 契

約の締結について（美浜公民館大規模改修電気設備工事）、議案第６号 契約の締結

について（美浜公民館大規模改修機械設備工事）、一括して八田生涯学習部長より説

明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第４号から議案第６号について、質疑を

行う。

今回の大規模改修で、特に大きく変わるところはどこか。

本多美浜公民館長 まず、駐車場について、今まで 25 台分となっていたが、改修後は 34

台分となる。また、３階の調理実習室と陶芸工作室の配置を変更した。

火元となる調理実習室を奥に配置し、給湯室も取り込んで、スペースを

広くしたこと、そして、図書室に隣接するテラスを新たに設置する点が

大きな変更点となる。

委 員 テラスはどのように使われるのか。

本多美浜公民館長 本を読む場所として使用する予定である。気候の良い時は、図書室で

子ども向けに行っている読み聞かせを行っていきたい。

鈴木教育 長 今は、ウッドデッキはあるのか。

本多美浜公民館長 現状はコンクリートとなる。
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鈴木教育 長 これより、議案ごとに採決を行う。

まず、議案第４号について、事務局の説明のとおり、これを承認する

こととしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第４号 契約の締結について（美浜公民館大規

模改修建築工事）は承認された。

次に、議案第５号について、事務局の説明のとおり、これを承認する

こととしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第５号 契約の締結について（美浜公民館大規

模改修電気設備工事）は承認された。

次に、議案第６号について、事務局の説明のとおり、これを承認する

こととしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第６号 契約の締結について（美浜公民館大規

模改修機械設備工事）は承認された。

次に、議案第７号に移るが、高洲公民館長と美浜公民館長は、退席し

てよい。

中央図書館長が入室する。

それでは、議案第７号 契約の変更について（中央図書館大規模改修

建築工事）を議題とする。

事務局の説明を求める。
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議案第７号 契約の変更について（中央図書館大規模改修建築工事）について、八田生

涯学習部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第７号について、質疑を行う。

委 員 排煙窓開閉動力機構とは何か。

加藤中央図書館長 窓の上の部分についている火災の際に煙等を出す装置となる。

鈴木教育 長 事前に把握することはできなかったのか。

加藤中央図書館長 隠ぺい部となるため、天井を剥がした状態で確認して、初めて劣化が

判明したものとなる。

鈴木教育 長 元々、天井を剥がす予定だったのか。通常、剥がさないとわからない

ものなのか。

加藤中央図書館長 空調設備も改修する予定であったため、当初から天井は剥がす予定で

あった。

八田生涯学習部長 排煙窓については、毎年行っていた通常点検でも問題なく動いており、

現状、使用することができていたことから、コスト縮減という観点から

交換せずに既存利用を予定し、設計を行った。直径 10mm 程度の細いチュ

ーブ式の配管となるが、壁を壊してみて、かなり劣化が進んでいること

がわかった。

鈴木教育 長 他の建物の改修にもありうることか。

八田生涯学習部長 高窓の排煙機構は、非常に多く不具合が生じている。公民館は、ワイ

ヤー式となっており、ワイヤーが伸びてしまうなどの劣化が発生した。
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ワイヤー式は、外から見て劣化を判断することができるため、不具合が

生じた場合、大規模改修を待たずに改修していた。中央図書館は、空気

式となり、ワイヤーが伸びてしまうということはないため、当初、その

まま使用できると判断したが、壁を壊してみると、チューブの数か所に

穴が開いており、劣化が進んでいたものである。

鈴木教育 長 これより、議案第７号の採決を行う。

事務局の説明のとおり、これを承認することとしてよろしいか。

（「異議なし」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第７号 契約の変更について（中央図書館大規

模改修建築工事）は承認された。

次に、議事の第５．報告事項、３.その他報告事項に移る。

中央図書館長は退席してよい。

生涯学習課長と生涯学習課主幹が入室する。

それでは、議事の第５「報告事項」に移る。

３．その他報告事項(2) 浦安市民プラザの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、事務局からの説明を求める。

(2) 浦安市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、島﨑生涯学習課長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいまの報告に対する質問を受け付ける。

金額が大幅に上がることになるが、これは、規定に基づくものか。

島﨑生涯学習課長 そうである。

委 員 中ホールは廃止となるのか。
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島﨑生涯学習課長 今回の大規模改修により、中ホールを廃止し、市民ギャラリーを３つ

に拡張する。これにより、展示会の規模に応じたギャラリーの使用がで

きるようにする。また、小ホールも使いやすいよう平土間に改修し、使

用料も設定し直したところである。

鈴木教育 長 以上で、令和元年浦安市教育委員会第８回の定例会を閉会する。

閉 会 （午後６時 08 分）


